
川口市工事成績評定要領  

（目的）  

第１条 この要領は、本市が発注する工事の成績評定（以下「評定」という。）

に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適

正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

（評定の対象）  

第２条 評定の対象は、原則として１件の当初請負代金額が５００万円を超える

請負工事とする。ただし、別表に示す工事については、評定を省略すること

ができる。 

（評定の内容）  

第３条 評定は、工事の施工状況、目的物の品質等を評価するものとする。

（評定者）  

第４条 第３条の評定を行う者（以下「評定者」という。）は、次の各号に掲げ

る者とする。  

１ 監督員 川口市工事監督規則第２条の規定による監督員。  

２ 評定員 発注課所の長が指定する係長以上の職にあるもの。 

３ 検査員 川口市工事検査規則（以下「規則」という。）第４条の規定に 

 よる検査員。

（評定の方法）  

第５条 評定は、監督または検査で確認した事項に基づき、工事ごと評定者ごと

に独立して、的確かつ公正に行うものとする。 ただし、評定者となる監督員

または検査員が２人以上いる場合においては、それらの者が協議の上評定を

行うものとする。 

２ 評定は、別紙１から４ 「考査項目別運用表」及び別紙８ 「施工プロセス

チェックリスト」により行うものとする。



３ 評定の細目別評定点算出は、別紙５「細目別評定点採点表」により行うも

のとする。

４ 評定の結果は、別紙６「建設工事成績報告書」に記録するものとする。 

５ 工事における「創意工夫」、「社会性等」に関して、受注者から様式第１号

「創意工夫・社会性等に関する実施状況」により求めることとし、提出さ

れた内容を、評定に適切に反映させるものとする。 

（評定の時期及び報告）  

第６条 監督員及び評定員は、工事が完成したときに評定を行い、別紙 7 工事成

績評定表、建設工事成績報告書、細目別評定点採点表及び考査項目別運用表

を検査日までに検査員に提出するものとする。 

２ 検査員は、完成検査を実施したときに評定を行い、監督員及び評定員の結果

と併せて工事成績評定表、建設工事成績報告書、細目別評定点採点表を作成

し、規則第１２条３項の規定による検査の結果報告の際、規則様式第８号の

報告書及び規則様式第９号の通知書に添付するものとする。  

（評定結果の通知）  

第７条 発注者は、完成検査終了後遅滞なく、当該工事の受注者に対して、工事

完成検査結果と併せて評定結果を規則様式第１１号（２）により通知するも

のとする。  

２ 当該工事において、法令遵守等に抵触又は抵触している恐れがあり、これに

対する措置が完成検査日までに決定しない場合は、前項の規定によらず完成

検査終了後遅滞なく、受注者に対し工事完成検査結果と併せて暫定評定結果

を様式第２号により通知するものとする。 

（説明請求等）  

第８条 前条第１項又は第２項による通知を受けた受注者は、完成検査日から起

算して１４日以内に、様式第３号により検査室長に対して評定の内容につい

て説明を求めることができるものとする。 

２前項による説明を求められたときは、検査室長並びに工事主管課所長は疑問

項目の内容に応じて、様式第４号により回答しなければならないものとする。  



（成績評定の修正） 

第９条 前条による審査の結果、当該成績評定を修正する必要がある場合は、建

設工事成績報告書を修正し、様式第５号により受注者へ通知するものとする。

（評定結果の確定及び通知）  

第１０条 発注者は、第７条第２項により暫定評定結果の通知を行った後、以下

による法令遵守等の措置がなされた場合は、遅滞なく評定結果を確定するも

のとする。

 ○法令遵守等の措置における減点  

措  置  内 容 点数 

1.指名停止３ヶ月以上 －20 点 

2.指名停止２ヶ月以上３ヶ月未満 －15 点 

3.指名停止１ヶ月以上２ヶ月未満 －13 点 

4.指名停止２週間以上１ヶ月未満 －10 点 

5.文書注意 － 8 点 

6.口頭注意 － 5 点 

7.工事関係の事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安

全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、口頭注意以上の処

分が行われなかった場合 

－ 3 点 

２ 前項により評定結果を確定した場合は遅滞なく、様式第６号により受注者へ

通知するものとする。 

３  第２項による通知を受けた受注者は、第８条に準じて、発注者に対し評定の

内容について説明を求めることができるものとする。ただし、説明を求める

ことができる項目は、法令遵守等における減点措置に限るものとする。 

（評定結果の公表）  

第１１条 市長は、確定した工事成績評定結果について、市ホームページにおい

て公表するものとする。



２ 公表期間は、工事検査年度の翌年度から５年間とする。

３ 評定結果の細目別評定点採点表等については、情報公開請求により開示す

るものとする。 

４ 内容に関する問い合わせには応じないものとする。 

（評定点に対する評定区分）   

第１２条 評定点に対する評定区分は、次のとおりとする。

評定区分 評定基準 評定内容 

Ａ ８５点以上 他の模範となる優秀な工事 

Ｂ上 ７５点以上８５点未満 標準的な工事の中で優秀なもの 

Ｂ ６０点以上７５点未満 標準的な工事 

Ｂ下 ５０点以上６０点未満 改善すべき事項がある工事 

Ｃ ５０点未満 改善すべき事項が多い工事 

（その他）   

第１３条 この要領に定めるもののほか評定に関し必要な事項は、別に定める。 

別表 評定を省略する工事  

主たる工事内容が、出来形管理基準において規格値の定めがない工種で構成されて

いるもの （土木工事のみ） 

主たる工事内容が、構造物等の撤去工事、解体工事、都市ガス工事、設備機器分解

修理、防護柵（転落防止柵含む）、防球ネット、標識（情報板含む）、区画線、視線

誘導標のいずれかに該当する工事 

その他、発注者が認めた工事 

   附 則  

（施行期日） 

１ この要領は、令和２年４月１日から施行する。 



（経過措置） 

１ この要領による改正後の川口市工事成績評定要領の規定は、この要領の施

行の日以後に請負契約を締結する工事について、適用し、同日前に請負契約を

締結した工事については、なお従前の例による。 ただし、第１１条による評定

結果の公表については、令和４年４月１日から適用する。 

 附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 



（工事成績評定要領第５条関係） 

様式第１号 

創意工夫・社会性等に関する実施状況 

工 事 名  

項  目  評価内容  

実施内容  

（説明） 

（添付図） 

説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする 



（工事検査規則第１２条関係） 

（建設工事請負契約基準約款第３１条関係） 

（工事成績評定要領第７条関係） 

様式第２号 

   年  月  日  

             様 

    川口市長      印  

検査結果及び工事暫定成績評定結果について（通知） 

 下記工事は、完成検査の結果合格したので、川口市工事検査規則第１２条第５項の規定により通

知します。 

  また、下記工事は、法令遵守等に抵触又は抵触している恐れがあり、これに対する措置が工事検

査日までに決定していないため、川口市工事成績評定要領第７条第２項の規定により工事暫定成績

評定結果を併せて通知します。なお、この結果に疑問がある場合は、完成検査日から１４日以内に

書面により説明を求めることができます。 

 この通知後、法令遵守等の措置が決定し、川口市工事成績評定要領第１０条の規定により成績評

定結果が確定した場合には、この通知による評定結果は無効となります。 

記 

工 事 名

工事場所

受  注  者  

請負代金額 金                        円 

工   期   年  月  日 から     年  月  日まで 

検査年月日     年  月  日 手直し有・無 

手直し年月日     年  月  日（確認・報告） 

工事成績評定結果 

項目 細別 細目別評定点 

１．施工体制 
Ⅰ．施工体制一般                 ／  ３．３ 点 

Ⅱ．配置技術者                 ／  ４．１ 点 

２．施工状況 

Ⅰ．施工管理                 ／ １３．０ 点 

Ⅱ．工程管理                 ／  ８．１ 点 

Ⅲ．安全対策                 ／  ８．８ 点 

Ⅳ．対外関係                 ／  ３．７ 点 

３．出来形及び 

  出来映え 

Ⅰ．出来形                 ／ １４．９ 点 

Ⅱ．品質                 ／ １７．４ 点 

Ⅲ．出来映え                 ／  ８．５ 点 

４．工事特性 Ⅰ．施工条件等への対応                 ／  ７．３ 点 

５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫                 ／  ５．７ 点 

６．社会性等 Ⅰ．地域への貢献等                 ／  ５．２ 点 

７．法令遵守等 （減点のみ）        －                     点 

８．総合評価 履行確認 （履行・不履行・対象外） 

評定結果    評定点        ／      点 

注） 評定点計は、各細目別評定点の合計を小数点第１位で四捨五入して整数としている。



（工事成績評定要領第８条関係） 

様式第３号 

  年  月  日  

（あて先） 

川口市長 

                        受注者              

工事成績評定結果に関する説明請求について（照会） 

下記の工事の成績評定結果について、疑問があるので説明を請求します。 

記 

１ 工事名 

２ 工事場所 

３ 評定に疑問のある項目・細別 

４ 説明を請求する理由 



（工事成績評定要領第８条関係） 

様式第４号 

  年  月  日  

             様 

川口市長     印  

工事成績評定結果に関する説明請求について（回答） 

   年  月  日付で貴社から説明を求められました評定内容について下記のとおり回答

します。 

記 

１ 工事名 

２ 工事場所 

３ 疑問に対する回答 



（工事成績評定要領第９条関係） 

様式第５号  

  年  月  日  

             様 

川口市長      印  

工事成績評定結果の修正について（通知） 

 下記の工事成績評定結果について、修正を行ったので、川口市工事成績評定要領第９条の規定

により通知します。 

記 

工 事 名

工 事場所

受  注  者  

請負代金額 金                        円 

工 期        年  月  日 から   年  月  日まで 

検査年月日   年  月  日 手直し有・無 

手直し年月日   年  月  日（確認・報告） 

工事成績評定結果 

項目 細別 細目別評定点 

１．施工体制 
Ⅰ．施工体制一般                 ／  ３．３ 点 

Ⅱ．配置技術者                 ／  ４．１ 点 

２．施工状況 

Ⅰ．施工管理                 ／ １３．０ 点 

Ⅱ．工程管理                 ／  ８．１ 点 

Ⅲ．安全対策                 ／  ８．８ 点 

Ⅳ．対外関係                 ／  ３．７ 点 

３．出来形及び 

  出来映え 

Ⅰ．出来形                 ／ １４．９ 点 

Ⅱ．品質                 ／ １７．４ 点 

Ⅲ．出来映え                 ／  ８．５ 点 

４．工事特性 Ⅰ．施工条件等への対応                 ／  ７．３ 点 

５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫                 ／  ５．７ 点 

６．社会性等 Ⅰ．地域への貢献等                 ／  ５．２ 点 

７．法令遵守等 （減点のみ）        －                     点 

８．総合評価 履行確認 （履行・不履行・対象外） 

評定結果    評定点        ／      点 

注） 評定点計は、各細目別評定点の合計を小数点第１位で四捨五入して整数としている。 



（工事成績評定要領第１０条関係） 

様式第６号 

  年  月  日  

             様 

川口市長           印  

工事成績評定結果の確定について（通知） 

 下記の工事暫定成績評定結果を確定したので、川口市工事成績評定要領第１０条の規定により

通知します。なお、この結果に疑問がある場合は、完成検査日から１４日以内に書面で説明を求

めることができます。 

 また、修正後の成績評定結果については、  年  月  日より適用します。 

記 

工 事 名

工 事場所

受  注  者  

請負代金額 金                        円 

工 期        年  月  日 から   年  月  日まで 

検査年月日   年  月  日 手直し有・無 

手直し年月日   年  月  日（確認・報告） 

工事成績評定結果 

項目 細別 細目別評定点 

１．施工体制 
Ⅰ．施工体制一般                 ／  ３．３ 点 

Ⅱ．配置技術者                 ／  ４．１ 点 

２．施工状況 

Ⅰ．施工管理                 ／ １３．０ 点 

Ⅱ．工程管理                 ／  ８．１ 点 

Ⅲ．安全対策                 ／  ８．８ 点 

Ⅳ．対外関係                 ／  ３．７ 点 

３．出来形及び 

  出来映え 

Ⅰ．出来形                 ／ １４．９ 点 

Ⅱ．品質                 ／ １７．４ 点 

Ⅲ．出来映え                 ／  ８．５ 点 

４．工事特性 Ⅰ．施工条件等への対応                 ／  ７．３ 点 

５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫                 ／  ５．７ 点 

６．社会性等 Ⅰ．地域への貢献等                 ／  ５．２ 点 

７．法令遵守等 （減点のみ）        －                     点 

８．総合評価 履行確認 （履行・不履行・対象外） 

評定結果    評定点        ／      点 

注） 評定点計は、各細目別評定点の合計を小数点第１位で四捨五入して整数としている。


